
 
令和 6年 2 月 16 日 

組合員・ご利用者の皆様へ 
西美濃農業協同組合 

 

ATM の臨時休止・名称変更のお知らせ 
 
当組合では、令和 6 年 2月 26 日（月）に下多度支店を南濃支店に統合致します。 
統廃合に伴う ATM システム変更作業のため、下多度支店 ATMコーナーの営業を下

記のとおりの休止させていただきます。 
なお、令和 6年 2月 26日（月）より、名称をよりそいプラザ下多度店ＡＴＭコーナ

ーに名称を変更し、営業時間を拡充し営業をさせていただきます。 
ご利用者の皆様には、大変ご不便をおかけし申し訳ございませんが、下記の期間は、

最寄りの ATMをご利用いただきますようよろしくお願い申し上げます。 
また、令和 6年 2 月 26日（月）より、よりそいプラザ下多度店 ATM コーナーを

ご利用いただきますようよろしくお願い申し上げます。 
 

記 
 

臨時休止 
ATM コーナー 

下多度支店 ATM 
（統合によるシステム変更のため） 

臨時休止 
期間 

2 月 22 日（木）午後 3：00～午後 6：00 

   ※上記以外の ATM コーナーは、通常どおり稼働しております。 
 

ATM コーナー 
よりそいプラザ下多度店 ATM 

（旧・下多度支店ＡＴＭの名称変更） 

住 所 
岐阜県海津市南濃町津屋 2837-100 

（旧・下多度支店住所） 

営業時間 全日：8：00 ～ 21：00 

営業開始日 令和 6 年 2 月 26 日（月） 

 

 


